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【ア】視覚に関する配慮事項

全ての技能において配慮する事項 リスニング リーディング ライティング スピーキング

①点字教育を受けている
者
②障害程度等級が6級
・良い方の目の矯正視力
が0.15以下
・両眼による視野につい
て視能率による損失率が
90％以上

・試験室入口までの付添者の同伴
・トイレ等における付添者の手配
・本人の時間確認時における音声時
計の使用
・点字メモ用紙の使用
・点字ディスプレイの持参使用
・時間延長
・別室受検
（時間延長や特別な配慮が必要な場
合、全技能で、別室受検を実施）

・点字問題冊子の使用
・拡大文字問題冊子の使用
・PCの画面の拡大表示（CBT)
・点字用紙への解答
・問題冊子の解答番号にチェックす
る解答

・点字問題冊子の使用
・拡大文字問題冊子の使用
・PCの画面の拡大表示（CBT)
・時間延長
・別室受検
・点字用紙への解答
・問題冊子の解答番号にチェックす
る解答

・点字問題冊子の使用
・拡大文字問題冊子の使用
・PCの画面の拡大表示（CBT)
・時間延長
・別室受検
・点字用紙への解答
・拡大解答用紙への解答

・点字用問題冊子・タブレット端末
の使用
・拡大文字問題冊子・通常タブレッ
トの使用
・PCの画面の拡大表示（CBT)

①受検上の配慮申請書
②診断書

【イ】聴覚に関する配慮事項

全ての技能において配慮する事項 リスニング リーディング ライティング スピーキング

①両耳の平均聴力レベル
※が60デシベル以上の者
※ ｢両耳の平均聴力レベ
ル｣とは，右耳・左耳そ
れぞれの平均聴力レベル
であることを意味しま
す。
②上記以外で特別措置を
希望する者

・試験開始・終了の明確な伝達
・試験実施に関する手話もしくは文
字による説明動画を搭載したタブ
レットや紙資材の準備

・免除
・補聴器、人工内耳の装用
・時間延長
・別室受検
・音声聴取の方法についての配慮
（ヘッドホンの使用／イヤホンの使
用／スピーカー使用、連続方式）
・ヘッドホン等の装着補助
・音声プレーヤーの操作補助
・試験官の口頭指示の際の補助

・免除
・補聴器、人工内耳の装用
・別室受検
・音声聴取の方法についての配慮
（ヘッドホンの使用／イヤホンの使
用／スピーカー使用、連続方式）
・ヘッドホン等の装着補助
・音声プレーヤーの操作補助
・試験官の口頭指示の際の補助
・一部の問題に対して、問題カード
の提供

①受検上の配慮申請書
②診断書

【ウ】肢体不自由に関する配慮事項

全ての技能において配慮する事項 リスニング リーディング ライティング スピーキング

①体幹の機能障害により
座位を保つことができな
い者又は困難な者
②両上肢の機能障害が著
しい者
③①②以外で解答用紙に
マークすることが困難な
者
④下肢障害者

・試験室までの介助者の同伴許可
（試験時間除く）（監督者による補
助は、症状によって都度ご相談）
・会場に関する配慮（バリアフリー
会場、座席配置（出入口付近等）な
ど、症状によって都度ご相談）
・座席配置（車いす等スペース確
保、出入り口付近等）の配慮
・特製机・椅子の持参使用又は試験
場側での準備（要相談の上で対応可
否判断）
・車いすの持参使用
・杖の持参使用
・文鎮などの補助用具の持ち込み
・試験室入り口までの付添者の同伴
・試験場への乗用車での入構
・時間延長
・別室受検
・タブレット・PC操作の補助
・代筆解答（※症状よって都度ご相
談）

・拡大文字問題冊子
・PCの画面の拡大表示（CBT)
・問題用紙への直接解答
・問題用紙・解答用紙のページめく
りの補助
・音声聴取の方法についての配慮
（ヘッドホンの使用／イヤホンの使
用／スピーカー使用、連続方式）
・ヘッドホン等の装着補助

・拡大文字問題冊子
・PCの画面の拡大表示（CBT)
・問題用紙への直接解答
・問題用紙・解答用紙のページめく
りの補助

・拡大文字問題冊子
・PCの画面の拡大表示（CBT)
・タブレットによるタイプ解答（※
個に応じた入力装置の使用は都度ご
相談）

・ヘッドホン等の装着補助
・音声プレーヤーの操作補助
・PCの画面の拡大表示（CBT)
・拡大文字問題冊子・通常タブレッ
トの使用
・一部の問題に対して、問題カード
の提供

①受検上の配慮申請書
②診断書

全ての技能において配慮する事項 リスニング リーディング ライティング スピーキング

病弱な者

・１階又はエレベーターが利用可能
な試験室での受検
・会場に関する配慮（バリアフリー
会場、座席配置（出入口付近等）な
ど、症状によって都度ご相談）
・杖の持参使用
・試験室入り口までの付添者の同伴
・試験場への乗用車での入構
・別室受検

①受検上の配慮申請書
②診断書

全ての技能において配慮する事項 リスニング リーディング ライティング スピーキング

発達障害の症状のある者

・時間延長
・別室受検
・使いやすい筆記用具、文房具の使
用許可
・蛍光灯等の光の過敏対策のための
サングラスや帽子、色付きのオー
バーレイ等の使用許可
・音の過敏対策のためのイヤーマフ
やノイズキャンセリングイヤホン等
の使用許可

・拡大文字問題冊子
・PCの画面の拡大表示（CBT)
・問題用紙への直接解答
・座席指定（後列、出入口付近側な
ど）
・音声聴取の方法についての配慮
（ヘッドホンの使用／イヤホンの使
用／スピーカー使用、連続方式）
・ヘッドホン等の装着補助
・音声プレーヤーの操作補助

・拡大文字問題冊子
・PCの画面の拡大表示（CBT)
・問題用紙への直接解答

・拡大文字問題冊子
・PCの画面の拡大表示（CBT)
・問題用紙への直接解答

・PCの画面の拡大表示（CBT)
・音声聴取の方法についての配慮
（ヘッドホンの使用／イヤホンの使
用／スピーカー使用、連続方式）
・拡大文字問題冊子・通常タブレッ
トの使用
・一部の問題に対して、問題カード
の提供

①受検上の配慮申請書
②診断書

【カ】その他の配慮事項（【ア】～【オ】の区分以外の者）

全ての技能において配慮する事項 リスニング リーディング ライティング スピーキング

きつ音・発話障がい

・時間延長や採点拠点への情報の事
前連携（症状に応じて、免除も可）
※公平性を考慮し、評価の観点は他
の受検者と同様

障害等のある受検生への合理的な配慮　配慮内容例

対象となる者
配慮する事項（例）

必要な提出書類

対象となる者
配慮する事項（例）

必要な提出書類

試験名：GTEC
実施主体名：株式会社ベネッセコーポレーション

※各区分に記載している「配慮する事項」は、代表的な事項を例として掲載しています。なお、表に記載がない受検上の配慮を希望する場合は、各資格・検定試験実施主体に相談してください。（0570-064652）

対象となる者
配慮する事項（例）

必要な提出書類

必要な提出書類

対象となる者
配慮する事項（例）

必要な提出書類

【エ】病弱に関する配慮事項

対象となる者
配慮する事項（例）

必要な提出書類

【オ】発達障害に関する配慮事項

対象となる者
配慮する事項（例）


